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所得が減ったのに値上げ

国民健康保険（国保）には申請をすると保険料や医療費などの負担が軽

減される制度があります。その中に市内約18万世帯が特別軽減の対象とな

る制度があります。しかしあまり利用されていないのが実情です。

通知書の減額額⑥の「割合」という箇所に２・５・７のいずれかの数字

が記載されている方は、申請をすると１人につき2，000円減免されます。

対象者の人数は国保料納入通知書のしたの方にある「保険料算定内訳」

の人数の中に「○人」と記載されていますので複数人の場合は全員分申請

しましょう。

国保料の通知にびっくりなぜ？
なんで？？
どうして ？？？

国民健康保険料の
減免申請を

国保加入者へ一斉に保険料納入通知書が送られていま

す。保険料算定方式の変更により今回新たに10万7千

世帯が平均33,000円の保険料の増加となります。負担

軽減のためにも滅免制度を大いに活用しましょう。

★ まずは「年間保険料額」の「減額額⑥」の「割合」を確認します

「7」または「5」
の場合

「特別軽減」で１人に

つき年間2,000円免除さ

れます。

「2」の場合

「特別軽減」で１人につき

年間2,000円免除または、

障がい者、寡婦（寡夫）、

65歳以上の方は「均等割」

の３割が免除されます。

「空欄」の場合

●夫が高収入であっても、妻の収入が少なければ、「均等割」

の3割が減免される場合があります。

●障がい者、寡婦（寡夫）、一定所得以下の世帯は、均等割が

減免される場合があります。

●所得が264万円以下で、前年所得の8割以下に減った世帯は、

所得割が減免されます。

※（減額額⑥＝0）で、
「所得割額④」に金額のある方

申請は極めて簡単！保険証と国保料納入通

知書を持って区役所の保険年金課または福

祉課へ行けばどなたでも申請できます。

（印鑑不要）

申請のさいには他の減免制度の対象になる

かどうかもあわせて質問しましょう。

住民税を基準に保険料をきめる方式から、所得をも

とに保険料を決める方式に変更したため今回、値上げ

になる世帯が多く生まれました。扶養控除が多かった

世帯などで厳しい値上げになります。

せめて保険料の減額(国制度）と減免(市独自制度）

をフルに活用しましょう。65歳以上の方や低所得者の

方など、申請すれば国保料を下げることができる場合

が少なくありません。


